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城西国際大学における研究費の不正使用に関する通報への対応フローチャート

統
括
管
理
責
任
者

〈通報〉

通
報
者

〈通報内容の確認〉

部
局
通
報
窓
口

審
査
委
員
会

通
報
者
・
被
通
報
者

調
査
委
員
会

調
査
委
員
会
（
再
調
査
）

資金配分機関

最高管理責任者

公表
不正が認定
された場合

通報

他
の
機
関

〈予備審査〉 〈本調査、審理、認定〉

統
括
管
理
責
任
者

〈異議申立〉〈再調査〉 〈公表等〉

統括管理責任者は、通
報受付より、210日以内
に最終報告書を提出

報告

通知

必要な措置
・公的研究費の使用

中止、学内規程等
に基づく懲戒等

・不正使用が認定さ
れなかった場合、
被告発者の名誉回
復等

本
学
が
調
査
を
行
う
べ
き
機
関
に
該
当
し
な
い
場
合

再
調
査
検
討
依
頼

顕
名
か
つ
不
正
使
用
の
内
容
の
明
示

匿
名
で
あ
っ
て
も
不
正
使
用
の
実
在
性
を
外
形
上
矛
盾
な
く
説
明
可
能
な
場
合

審査委員会：統括管理責任者、研究担当副学長又は学長補佐、研究倫理担当学長特任補佐、財務担当部長及び研究担当部長のうち、
通報者及び被通報者と直接の利害関係を有しない者

全学通報窓口：総務課、経理課
部局通報窓口：学部事務室、国際課、紀尾井町キャンパス共同事務室等（各部局の事務担当部署）
＊学内者は、学校法人城西大学コンプライアンス統括室、コンプライアンス推進委員、コンプライアンス委員にも相談可

http://www3.jiu.ac.jp/hdocs/compliance/list1.html
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